
【みなし譲渡所得税の非課税措置の手続きの流れ】

所轄税務署

③寄附後、4ヶ月以内に申請
・申請書 ※別途、横浜市立大学からお知らせいたします。
・横浜市立大学から受け取った②の資料

⑥寄附年度終了後のみ
3ヶ月以内に⑤の基金明細書のコピーを提出

横浜市立大学

②関係書類の交付
・基金運営委員会の議事概要
・文部科学省の証明書のコピー等

⑤基金明細書のコピーの交付

①
寄
附
の
申
出

基金で管理する（していた）

財産を公益目的事業の用に供

しなくなった場合には提出

特例寄附資産が基金で管

理されなくなったことを

本学から報告を受けた場

合に遅滞なく通知

文部科学省
④毎年、事業年度終了後、
3ヶ月以内に基金明細書のコピーを提出

寄附者

みなし譲渡所得税の非課税措置


